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神 奈 川 県 保 険 医 新 聞 （毎月３回５の日発行）
欧文数字を入力

3
会
員
数
は
欧
文
数
字
で
す

紙
面
あ
ん
な
い
は
和
文
数
字
で
す

昭和３８年８月２３日
第三種郵便物認可（ ）欧文数字を入力
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川
崎
支
部
で
は
、「
口
か
ら
食
べ
る
」を
テ
ー
マ
に
、医

科
・
歯
科
会
員
が
と
も
に
参
加
で
き
る
会
を
継
続
企
画

中
。
５
月
に
は
、
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
、
介
護
職
の
声
を
受

け
て
、
シ
リ
ー
ズ
第
３
弾
目
「
飲
み
込
み
困
難
の
事
例

検
討
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
定
員
超
え
の
参

加
者
で
、ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
８
割
が「
大
変
参
考
に
な
っ

た
」
と
の
回
答
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
続
く
今
回
は
、
同
じ
く
質
問
・
要
望
の
多
か
っ
た
歯

科
分
野
で
の
飲
み
込
み
困
難
に
つ
い
て
、
在
宅
医
療
に

携
わ
る
医
科
・
歯
科
医
療
機
関
及
び
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
・

福
祉
職
の
方
向
け
に
、
講
演
会
を
実
施
し
ま
す
。
当
日

は
質
疑
応
答
、
意
見
交
換
も
行
い
ま
す
。

甥

往

央

応
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協会に未入会のお知り合いの医師・歯科医師の先生がおられましたら是非ご紹介ください。

費
請
求
額
」
へ
の
記
載
ミ
ス
が

多
い
こ
と
、
生
活
保
護
（
介
護

扶
助
）
で
は
被
保
険
者
で
あ
る

生
保
と
生
保
単
独
で
は
前
者
と

後
者
で
給
付
率
が
異
な
る
こ
と

な
ど
注
意
を
促
し
た
。

※
情
報
提
供
に
関
す
る
例
外

　
規
定
　
以
下
の
場
合
、
情
報
提
供

最
も
多
い
返
戻
は

公
費
併
用

　「
請
求
編
」で
は
記
載
要
領
を

提
示
し
、
よ
く
あ
る
返
戻
パ

タ
ー
ン
を
紹
介
。
国
保
連
合
会

か
ら
送
付
さ
れ
る
「
返
戻
（
保

留
）
一
覧
表
」
の
備
考
欄
に

「
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ａ
」
の
エ
ラ
ー
コ
ー

ド
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
、
多

く
が
単
純
な
計
算
・
記
載
ミ
ス

で
あ
る
と
し
た
。
中
で
も
公
費

併
用
の
ケ
ー
ス
が
多
く
、
明
細

書
の「
公
費
対
象
単
位
数
」、「
公

い
ず
れ
を
算
定
す
る
か
を
、
一

覧
（
上
表
）
に
ま
と
め
て
詳
述
。

医
療
と
介
護
の
給
付
調
整
関
連

で
は
、
介
護
施
設
の
報
酬
「
口

腔
機
能
維
持
管
理
加
算
」
は
、

医
療
保
険
の
「
訪
問
歯
科
衛
生

指
導
料
」
が
算
定
さ
れ
て
い
る

月
に
は
算
定
で
き
な
い
と
し
、

「
歯
科
医
師
の
判
断
で
訪
衛
指

を
算
定
で
き
る
の
が
原
則
だ

が
、
実
態
と
し
て
は
施
設
と
の

力
関
係
に
よ
り
施
設
側
の
算
定

が
優
先
さ
れ
、
歯
科
医
院
側
が

衛
生
士
を
供
持
ち
出
し
僑
す
る

例
も
あ
る
」
と
触
れ
た
。

ク
リ
ス
ト
」
が
各
事
業
所
に
送

付
さ
れ
、
自
主
点
検
を
行
う
こ

と
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
。

多
岐
に
わ
た
る
高
齢
者

施
設
の
類
型
を
整
理

　「
算
定
編
」で
は
主
に
歯
科
医

師
と
歯
科
衛
生
士
が
行
う
居
宅

療
養
管
理
指
導
費
の
要
件
に
つ

い
て
説
明
。
今
次
改
定
か
ら
必

須
化
さ
れ
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

へ
の
情
報
提
供
の
文
書
例
、
情

報
提
供
が
不
要
な
例
外
パ
タ
ー

ン
※
を
提
示
し
た
。
乱
立
す
る

高
齢
者
施
設
の
類
型
に
つ
い
て

は
、
介
護
保
険
と
医
療
保
険
の

し
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
と

し
た
。
居
宅
療
養
管
理
指
導
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
内
容
は
、
医
療

保
険
の
診
療
録
（
カ
ル
テ
）
に

記
載
す
れ
ば
よ
く
、
枠
囲
み
ま

た
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
で
医
療

保
険
と
の
区
別
を
す
る
よ
う
言

及
。
指
導
・
監
査
に
つ
い
て
は
、

神
奈
川
県
が
集
団
講
習
会
（
指

導
）を
実
施
。
事
前
に「
チ
ェ
ッ

も
触
れ
た
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
前
の
準

備
と
し
て
は
、
県
に
「
事
業
所

指
定
」
を
受
け
る
こ
と
、
運
営

規
定
、
院
内
掲
示
、
利
用
者
へ

保
険
料
滞
納
で
制
裁

「
自
己
負
担
３
割
」

市
内
報
告
例
も

　
は
じ
め
に
「
仕
組
み
編
」
と

し
て
、
医
療
保
険
と
の
相
違
点

を
示
し
な
が
ら
介
護
保
険
の
概

要
を
説
明
。
被
保
険
者
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
要
介
護
認
定
を

受
け
な
け
れ
ば
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
な
い
こ
と
、
必
要
に
応

じ
て
出
来
高
で
給
付
さ
れ
る
医

療
保
険
と
異
な
り
、
介
護
保
険

は
月
の
上
限
額
の
範
囲
内
で
予

め
メ
ニ
ュ
ー
を
組
み
合
わ
せ
た

「
ケ
ア
プ
ラ
ン
」
を
作
成
す
る

必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
沿
っ
て

サ
ー
ビ
ス
提
供
さ
れ
る
―
と
し

た
（
居
宅
療
養
管
理
指
導
は
ケ

ア
プ
ラ
ン
へ
の
位
置
付
け
は
必

要
な
し
）。ま
た
利
用
者
負
担
は

原
則
１
割
だ
が
、
保
険
料
滞
納

の
制
裁
と
し
て
３
割
負
担
を
課

せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
実
際

に
川
崎
市
内
の
会
員
医
療
機
関

か
ら
の
報
告
例
が
あ
る
こ
と
に

の
説
明
文
書
、
苦
情
処
理
文
書

の
準
備
が
必
要
と
し
、
雛
型
を

提
示
。
居
宅
療
養
管
理
指
導
の

算
定
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て

は
、
利
用
者
に
説
明
文
書
を
渡

　
川
崎
支
部
は
８
月
９
日
、
中
原
市
民
館
に
て
「
歯
科
の
た
め
の
介
護
保
険
イ
ロ

ハ
塾
～
介
護
保
険
の
仕
組
み
か
ら
請
求
ま
で
～
」を
テ
ー
マ
に
支
部
研
究
会
を
開

催
。
講
師
は
協
会
事
務
局
の
田
中
主
幹
が
務
め
、　
名
が
参
加
し
た
。

１０

嚥下研究会シリーズ第4弾

好評につき
「歯科」編で開催決定

使
え
る
制
度
が
あ
る
か

　

一
度
聞
い
て
み
よ
う
！

荷
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前回研究会の様子

多職種連携に
向け進行中

自信を持って請求しませんか？
介護の仕組みから請求まで

歯科向け学習会開催

（
小
枠
・
右
か
ら
）
司
会
の
二
村
幹
事

と
、
講
師
を
務
め
た
田
中
主
幹

歯科における要介護認定を受けた患者への算定（主な施設ごと）
訪衛指or
居宅療養

歯在管or
居宅療養

訪問
診療料施設の種類

訪衛指歯在管〇病院（歯科標榜無）
訪衛指歯在管〇介護療養型病床
訪衛指歯在管〇特養（特別養護老人ホーム）
訪衛指歯在管〇ショートステイ（短期入所生活介護）
訪衛指歯在管〇老健（介護老人保健施設）
居宅療養居宅療養〇特定施設（介護付き有老・サ高住）

居宅療養居宅療養〇グループホーム
（認知症対応型共同生活介護）

居宅療養居宅療養〇小規模多機能型居宅介護（宿泊時）
居宅療養居宅療養〇自宅（戸建・集合住宅）
×××デイサービス（通所介護）
×××デイケア（通所リハビリ）

よくある歯科の介護保険Q＆A
Q1 居宅療養管理指導費を算定するにあたってケアマネジャーに
行う情報提供は、1カ月に1回でいいのか？

A1 ケアマネへの情報提供は算定の都度必要。月2回算定するな
ら、2回情報提供が必要です。

Q2 デイサービス中の患者に歯科訪問診療料と居宅療養管理指導
費は算定できるか？

A2 デイサービス先は居宅ではないため、いずれも算定できませ
ん。

Q3 80の医療証（県重度障害者医療費助成制度）を持っている患
者は、自己負担なしで居宅療養管理指導費を算定してもいい
か？

A3 80の医療証は医療保険にしか使えません。介護保険では利用者
から通常通り1割を徴収します。
◆介護保険に関するご質問は協会まで雑045-313-2111

が
な
く
と
も
算
定
で
き
る
。

①
居
宅
療
養
管
理
指
導
以
外

の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
な
い
た
め
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
い
な
い
利

用
者
。

②
自
ら
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成

し
て
い
る
た
め
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
が
い
な
い
利
用
者

（
必
要
に
応
じ
て
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
直
接

情
報
提
供
す
る
）。

＊請求書・明細書などの各種様式は、医療介護の情報サイト「Ｗ
ＡＭＮＥＴ」（http://www.wam.go.jp/）⇒画面左上「介護」の
インデックス⇒左の「介護様式事例集」よりダウンロードでき
ます。
＊神奈川県からのお知らせは、「介護情報サービスかながわ」
（http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/w20/wpJTop.aspx）に随
時掲載されます。

９
月
下
旬
を
予
定


